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テレビ会議システム・ＡＳＰサービス 利用約款 

 

このたびは、ENWA株式会社の提供するテレビ会議システム・ＡＳＰサービス（以下「本サービス」とい

う）のご利用を申し込みをいただき、誠にありがとうございます。 

本サービスをご利用になる前に以下の事項をよくお読みいただき、これをご承諾ください。 

お客様の本約款への同意・承諾は、ＥＮＷＡ株式会社が、お客様に本サービスのご利用を許諾する

前提条件となります。 

 

第１条（本約款の適用） 

ＥＮＷＡ株式会社は、本約款および本約款に基づく利用契約に同意・承諾した利用者に対し、本サ

ービスを提供します。本サービスとは、次の各サービスを総称したものです。 

(1) 高品位Web会議システム 「LightWeb」（ライトウェブ） ＡＳＰ型 Ｅｎｔｒｙ版 

(2) 高品位Web会議システム 「LightWeb」（ライトウェブ） ＡＳＰ型 ＨｉｇｈＱｕａｌｉｔｙ版 

(3) 統合型ビジュアルコミュニケーション「ＥｙｅＶｉｓｉｏｎ」（アイビジョン） ＡＳＰ型 

 

第２条（定義） 

本約款において、次の各号に記載する用語の意味は、当該各号に定める通りとします。 

(1) 『利用者』 

本約款の各条項を承諾の上、本サービスの利用を申込み、提供者と利用契約を締結した者をいいま

す。 

(2) 『提供者』 

ＥＮＷＡ株式会社をいいます。 

(3) 『開発元』 

韓国 ＮｅｔＣｏｄｅｃ社をいいます。 

(4) 『本ソフトウェア』 

ブロードバンド（広帯域インターネット通信）を利用して、多人数で同時に通話可能なテレビ電話形式

によるインターネット上のバーチャル会議室を実現するアプリケーション・プログラムをいいます。また、

有償無償を問わず、バージョンアップ等により改訂、改良された場合は、当該改訂、改良プログラムを含

みます。 

(5) 『本サービス』 

提供者が正当な原権限者より許諾を受け、本ソフトウェアを用いてインターネット会議システムを運用

し、アプリケーション・サービス・プロバイダー（ASP）として提供するインターネット会議システムの利用に

係るサービスおよびこれに付帯するサービスをいい、第1条の規定される3種類のサービスを指します。 

(6) 『本関連資料』 

提供者より利用者に貸与される本サービス及び本ソフトウェアに関するあらゆるマニュアル、資料等

（改訂版を含む）をいいます。また、提供者が管理、運営する本サービスに関するウェブサイト上に掲示
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した情報も含みます。 

(7) 『利用契約』 

本サービスの利用に関する提供者所定の利用契約書（以下、本契約書面といいます）およびこれと

一体を為す本約款に記載の条件を具体的内容とする利用者および提供者間の契約をいいます。 

(8) 『本契約書面』 

本契約を締結するために必要な次の書類をいいます。 

①申込書 

②会議室ＵＲＬ登録証 ： ＬｉｇｈｔＷｅｂ Ｅｎｔｒｙ版 及び ＬｉｇｈｔＷｅｂ ＨｉｇｈＱｕａｌｉｔｙ版の場合 

③ＩＤ登録証       ： ＥｙｅＶｉｓｉｏｎの場合 

(9) 『利用ライセンス数』 

本契約での利用ライセンス数とは、固定ライセンスを意味します。 

 

第３条（利用契約） 

１． 利用契約は、利用者が申込書に署名捺印または記名押印し、提供者に提出して、提供者が登録

証兼申込請書を利用者に発行した時点をもって成立します。 

２． 本サービスの利用の申込をする者は、本約款を確認し、これに基づき本サービスを利用することを

予め承諾した上で、利用契約を提供者と締結するものとします。但し、提供者は、独自の調査に基づく

判断により、利用契約を締結しない場合があり、利用者は予めこれを異議無く承諾するものとします。 

３． 利用者及び提供者は、本約款が利用契約の内容を定めたものであり、利用契約と一体として取り 

扱われることを確認します。 

４． 本契約書面と本約款との間に相反する規定の存する場合、本契約書面の規定が優先して適用さ 

れます。 

第４条（利用者への通知） 

１． 提供者は利用者に対し、利用契約書に記載の当該利用者担当窓口に対し、書面の郵送、FAXま

たは電子メールの送付により、これを行うものとします。 

２． 前項の通知は、提供者が当該通知を電子メールまたはFAX送信で行なった場合は、電子メールま

たはFAXを発信した時点より、書面の郵送で行なう場合は利用者に到着した時点より効力を発するもの

とします。 

 

第５条（本約款の変更） 

提供者は、本約款を独自の判断によりいつでも変更することができるものとします。この場合、提供者

は、変更後の本約款の適用開始日を相当な期間の猶予をもって定め、当該期日以前に、利用者に対

し、本約款を変更する旨を通知するものとします。利用者は、変更後の本約款で定める条件を受諾する

ことができない場合は、本利用契約を当該適用開始日迄に解除することができます。但し、利用者が当

該適用開始日以降も本サービスの利用を継続した場合は、利用者が本約款の変更について、異議を

留めず承諾したものと看做すものとします。 
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第６条（本サービスの提供） 

１． 提供者は、利用者に対し、利用契約に基づき、本サービスに関する利用ライセンスを付与し、利用

者は、これに基づき、本サービスを利用するものとします。 

２． 利用者は、本契約書面に記載の利用ライセンス数に応じた人数枠を越えて、同時に本サービスを

利用することはできません。 

３． 提供者は、本サービスを使用するに必要となる本関連資料を貸与、またはウェブサイト上に掲載す

るものとし、利用者は、これに基づき、本サービスを利用するものとします。 

 

第７条（初期設定） 

１． 利用者は、自己の従業員より本ソフトウェアの利用管理実務を行う管理者を一名乃至数名選任し、

これに利用者が行うべき本利用契約に定める本ソフトウェアの利用管理を、利用者の責任で行わせるも

のとします。 

２． 利用者は、自己の責任をもって本関連資料等に基づき、インターネットを介して、本ソフトウェアの

蓄積、格納された提供者のサーバにアクセスして本ソフトウェアをダウンロードすることにより自己のＰＣ

（パーソナル・コンピュータ）等に本ソフトウェアを蓄積、格納し、これをインストールするものとします。 

３． 提供者は、前項のインストール作業、その他本サービスを使用するに必要な初期の立上げ、設定

作業に関し、電話、電子メール等によるサポート・サービスを行うものとします。但し、当該サポート・サー

ビスの適用範囲は本ソフトウェアに関するものとし、ハードウェアのサポートを含むものではありません。 

４． 提供者は、利用者の希望により別途有償にて、初期の立上げ、設定作業に関し、出張サポート・サ

ービスを行うものとします。 

 

第８条（使用環境） 

１． 本サービスを利用する為に必要となるＰＣのハードウェアおよびソフトウェア等の使用環境（ＰＣおよ

びその周辺機器、インターネット接続サービス等）については、提供者の指定または本関連資料に基づ

き、利用者が自己の費用をもって、これを調達し、必要な場合、別途提供者あるいは第三者と契約を締

結するものとします。但し、提供者は、利用者の調達したPCハードウェアおよびその周辺機器との相性

によるトラブルについては、一切の責任を負いません。 

２． 前項により利用者が調達したＰＣ、周辺機器等の機械類、必要備品類およびインターネット接続サ

ービス等の利用者が第三者との間で締結した契約に起因する利用者の損害については、提供者は、

一切その責に任じないものとします。 

３． 利用者は、本ソフトウェアをインストールするＰＣや利用者が構築しているネットワーク、セキュリティ

等の設定を必要に応じ変更するものとします。尚、提供者は、当該設定変更について何等責任を負わ

ないものとし、第三者によるハッキング、クラッキング、ウィルス感染、その他如何なる事由によって利用

者に損害が生じた場合も、提供者は、損害賠償等一切の責に任じないものとします。 
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第９条（管理義務） 

１． 利用者は、本サービスを利用するにあたり、本関連資料、割り当てられたユーザーＩＤ、パスワード、

その他提供者より貸与、提供されたもの（有体物、無体物を問わない）を善良なる管理者の注意をもって、

使用、管理するものとします。 

２． 利用者は、前項の義務を怠ったことに起因して、自己に生じた損害について、提供者に何等の賠

償請求もできないものとし、これにより提供者に損害が生じた場合、これを賠償する責に任ずるものとし

ます。 

３． 利用者は、ユーザーＩＤ、パスワード等が不正に使用され、または使用される可能性がある場合に

は、直ちに提供者に通知し、提供者の指示に従うものとします。 

４． 提供者は、利用者のユーザーＩＤ、パスワードをもって、本サービスを利用する者については、これ

を正当な利用者であると看做します。 

 

第10条（対価） 

１． 利用者は提供者に対し、本契約書面に記載の利用料、その他の対価を支払うものとします。 

２． 前項の対価の支払方法は、本契約書面に基づき、別途提供者の指定する金融機関への振込によ

り、または自動引落しにより提供者に支払うものとします。 

３． 本利用契約が終了し、または利用ライセンス数を減少させたことにより、当月の利用期間が１ヶ月に

満たない場合であっても、提供者は、日割計算等による利用料の減額はいたしません。 

 

第11条（技術サービス） 

１． 提供者は、利用者が本サービスを使用する期間中、次の技術サービスを無償で利用者に提供する

ものとします。 

(1) 本ソフトウェアの機能の改良、改訂版が作成された場合、当該改良、改訂版による本サービスの提

供（バージョンアップ・サービス）。 

(2) 本サービスの利用に関する電話、電子メールによるサポート・サービス。 

(3) 本関連資料の改良、改訂版が作成された場合の当該改良、改訂版の提供。 

(4) 本ソフトウェアにバグが発生し、または提供者の管理するサーバがダウンする等、本サービスを正常

に利用できない不具合が生じた場合の対応。この場合、提供者は、本サービスの提供が速やかに復旧

するよう、合理的且つ適正な努力をします。 

 

第12条（第三者への委託） 

提供者は、本利用契約に基づき利用者に対し提供する各種サービスの一部につき、本ソフトウェアの

原権限者、その他適切な第三者に委託することができます。 

 

第13条（知的財産権） 

本サービスおよび本ソフトウェアに関する特許権、著作権、商標権、その他全ての知的財産権（営業
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秘密を含む、以下において同じ）は、提供者またはその正当な原権者に帰属するものであり、本利用契

約の成立または本サービスの利用ライセンスの取得によって、これらの権利が利用者に何等移転するも

のではありません。 

 

第14条（秘密保持） 

利用者および提供者は、本約款の履行に関して知り得た相手方の営業上および技術上の秘密情報、

並びに本約款に基づく取引内容その他それぞれの社内情報を、本利用契約の有効期間中は勿論、そ

の終了後においても、直接間接を問わず第三者に漏洩または開示してはならず、また自ら本利用契約

の目的外に流用してはならないものとします。但し、秘密情報の被開示者が、当該情報について、以下

の各号に該当することを証明できるものについては、この限りではないものとします。 

(1) 開示のとき、被開示者が既に保有し、または既に公知であった情報。 

(2) 開示後、被開示者の責によらずして公知となった情報。 

(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。 

(4) 被開示者が独自に開発した情報。 

 

第15条（契約上の地位の移転禁止） 

利用者は、事前の書面による提供者の承認を得ない限り、本利用契約上の地位または利用ライセン

ス、その他本利用契約により生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に

供してはならないものとします。 

 

第16条（禁止事項） 

利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 

(1) 第三者に本サービスを利用させて、対価を得る等、本サービスの利用を直接の目的とした事業を行

うこと。但し、本サービスを利用し、または第三者に利用させて、自己の事業を行うことについては、この

限りではありません。 

(2) 提供者および本サービスの信用を毀損する行為。 

(3) 提供者または第三者の特許権、商標権、著作権、その他全ての知的財産権、並びに肖像権、プラ

イバシー権、パブリシティー権、人格権、その他法令により正当に保護されるべきあらゆる権利を侵害す

る行為。 

(4) 公序良俗、その他法令に反する目的、方法をもって本サービスを利用すること。 

(5) 本ソフトウェアを複製、リバースエンジニアリング、改良、改変、変更等を行うこと。 

(6) 本約款、本契約書面、本関連資料を複製、占有移転し、第三者にこれを開示すること。 

(7) その他、本約款または本契約書面に記載の規定に違反し、または本サービスを利用するに不適切

と提供者が判断した行為。 
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第17条（本サービスの中止中断） 

１． 提供者は、次の各号の一に該当する場合は、本サービスの提供を中止中断できるものとします。 

(1) 提供者の本サービス用設備の保守を実施する場合 

(2) データセンターのトラブルによる場合 

(3) 天災、停電、戦争などの不可抗力により本サービスが提供できなくなった場合 

２． 提供者は、前項の定めにより本サービスを中止中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知

するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

３． 提供者は第1項1号および2号に該当する事由で本サービスを中断した場合は、第10条に定める対

価を中断した日数に応じて日割計算をして利用者へ返金するものとします。かかる返金額は、当該中断

した日の属する月の翌月の料金に充当するものとします。 

 

第18条（利用者の責めによる本サービスの停止） 

１． 提供者は、利用者が次の各号の一に該当した場合、本利用契約が終了していない場合であっても、

利用者に対し予め通知することにより、本サービスの提供を停止することができるものとします。 

(1) 第10条に定める対価その他提供者に対する債務の支払期限に遅滞したとき。 

(2) 第16条各号に定める行為を行ったとき。 

(3) 前２号の外、本約款又は本契約書面に記載の規定に違反する行為であって、本サービスの提供に

支障を及ぼし、または提供者若しくは第三者に迷惑、損害を与える行為を行ったとき。 

２． 提供者は、前項各号の規定により、本サービスの提供を停止し、利用者が本サービスを利用できな

い場合であっても、提供者が既に受領した本サービスの利用料を返還しません。また、利用者は、これ

により蒙った如何なる損害の賠償も請求することはできません。 

 

第19条（権利侵害請求による措置） 

１． 提供者は、提供者または本ソフトウェアの原権限者が第三者より、その特許権、著作権等の知的財

産権、その他権利を侵害するとして、使用差止め請求、訴訟等を含む何等かの請求が為され、提供者

が本サービスの提供を停止すべきと判断した場合、本サービスの提供を停止することができるものとしま

す。 

２． 提供者は、前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、提供者が既に受領した利用者の

本サービス未使用期間に対応する利用料を返還することをもって免責されるものとし、利用者が蒙った

如何なる損害をも賠償する責に任じないものとします。但し、提供者は、これにより利用者が何等かの損

害を蒙らないように、合理的適正な努力を行います。 

 

第20条（免責） 

１． 提供者は、利用者に対し、本ソフトウェアの商品性、ある事業への実施可能性、特定目的への適合

性、その他本ソフトウェアをインストール、使用することにより得られる結果について、一切保証責任を負

わないものとします。 
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２． 提供者は、本約款中に明確に規定している場合を除き、利用者が本ソフトウェアおよび本サービス

を利用することにより生じた損害について、一切その責任を負わないものとします。ただし、利用者が本

サービスの利用に関して提供者の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限

りではありません。 

３． 利用者が本サービスを利用するに置いて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその

責任において解決するものとし、提供者は一切責任を負いません。 

 

第21条（責任の制限） 

１． 提供者は、利用者による本サービスの使用に際し、前条1項でいう提供者の責に帰すべき事由によ

り利用者に生じた直接損害を賠償するものとします。 

２． 本利用契約に基づく提供者の利用者に対する損害賠償の範囲には、間接損害、二次的損害、付

随的損害、特別損害、又は逸失利益の損失、営業機会の喪失等による損害は含まれないものとし、そ

の賠償額は、如何なる場合においても第10条に基づき利用者が提供者に対し支払った当該月の利用

料相当額を上限として算定されるものとします。 

 

第22条（不可抗力） 

１． 天災地変、軍事活動、民衆暴動、戦争、ストライキ、その他労働紛争、火災、輸送機関の不測の事

態等に起因して、または通信機関、インターネット接続サービス等に係る支障、ＰＣ等利用者の管理下

にある装置およびデータの滅失、毀損、第三者によるハッキング、クラッキング、その他提供者の合理的

な管理を越える事実によって生じた、利用者における損害や提供者による本利用契約に基づく債務の

履行遅滞、不履行またはサービス提供の停止については、本利用契約の債務不履行や、契約規定違

反とは看做されません。 

２． 提供者は、前項の規定により蒙った利用者の損害を賠償する責に任じないものとします。 

 

第23条（解約） 

利用者および提供者は、利用契約の有効期間中であっても、相手方に対し、2ヶ月前の15日までに

事前通知することにより、当該利用契約を将来に向かって解約することができます。また、利用者は、2ヶ

月前の事前通知に代えて、利用料の2ヶ月分相当額を提供者に支払うことにより、本利用契約を直ちに

解約することができます。 

ただし、最低利用期間は３か月間とし、その間の中途解約はできません。 

 

第24条（解除） 

利用者および提供者は、相手方が次の各号の何れかに該当したときは、何等の催告を要せずして直

ちに利用契約を解除できるものとし、かつ自己の被った損害の賠償を相手方に請求することができるも

のとします。 

(1) 第10条に定める本サービスの対価を２ヶ月分以上滞納したとき。 
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(2) 第16条各号に定める行為を行ったとき。 

(3) 前２号の外、本約款または本契約書面に記載の規定の何れかに違反事実があり、相当の期間を定

めてその是正を催告してもなお、当該違反事実が是正されないとき。 

(4) 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。 

(5) 会社整理、民事再生手続、会社更正手続の開始、破産等の申立を受け、または自らこれを申立て

たとき。 

(6) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、競売の申立がなされたとき。 

(7) 合併によらず解散または廃止の決議をしたとき。その他財産状態が悪化し、またはその虞が認めら

れる相当の事由が生じたとき。 

 

第25条（期限の利益喪失） 

利用者および提供者は、前条各号の何れかに該当した場合、相手方より何等の通知、催告を要せず

に本約款に基づく全ての債務について、期限の利益を喪失するものとし、相手方に直ちに全ての債務

を支払うものとします。 

 

第26条（法令の遵守） 

利用者および提供者は、本利用契約の履行、または本サービスの提供、利用に際し、法令、条例お

よび監督官庁の指導等を遵守し、公正且つ適正な履行をしなければならないものとします。 

 

第27条（有効期間） 

本サービスの利用契約は、第23条または第24条の事由がない限り、有効に継続するものとします。 

 

第28条（本利用契約の変更方法） 

本利用契約の変更は、利用者および提供者双方の代表者による記名捺印ある書面（書式について

は、その都度提供者が用意します）によってのみ為されるものとします。 

 

第29条（契約終了後の措置） 

本利用契約が事由の如何を問わず終了した場合、利用者は、本ソフトウェアを、これを格納、蓄積し

た全てのＰＣより全て削除し、本関連資料その他提供者より開示、提供された全ての秘密情報を、提供

者の指示に従い、返還または廃棄するものとします。 

 

第30条（利用者の意思表示） 

利用者は提供者に対し、利用契約に基づく通知、その他意思表示を行う場合、利用契約書に記載

の提供者担当窓口に対し、書面の郵送、ファックまたは電子メールの送付により、これを行うものとしま

す。 
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第31条（担当窓口） 

利用者および提供者は、本サービスの利用または提供に関する自己の担当窓口が変更した場合、

相手方に対し、遅滞なく、変更後の担当窓口を通知するものとします。 

 

第32条（完全合意） 

本約款および利用契約の内容、条件が本サービス利用に関する両者間の合意事項の全てであり、

本約款および利用契約成立以前の両者間の口頭、書面による合意に優先し、これを失効させるものと

します。 

 

第33条（信義則） 

利用者および提供者は、本約款に定めのない事項については、商慣習によるほか、信義誠実の原

則に基づき協議のうえ決定します。 

 

第34条（合意管轄） 

本約款に関する紛争が発生した場合、利用者および提供者は、大阪地方裁判所を第一審の専属管

轄裁判所とすることに合意します。 

 

第35条（特約事項） 

利用契約に関し、特約事項の存する場合は、別途本契約書面の特約事項欄に記載し、本約款に優

先して適用されます。 

 

－ 以上 － 

 

大阪府大阪市西区北堀江2-1-11     

ＥＮＷＡ株式会社               

 代表取締役 岡田 修            


